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内田 麻由子（うちだ まゆこ）
税理士。一般社団法人日本想続協会　代表理事。内田麻
由子会計事務所　代表。東京・港区にて相続・資産税専
門の税理士事務所を経営。相続に関するセミナー講師の
実績多数。財産の相続と心の相続（想続）を楽しく学ぶ『想
続塾』を主催。スローガンは「円満想続の3K～感謝・絆・
供養」。

武内 優宏（たけうち ゆうこう）
弁護士。2005年司法試験合格、準大手法律事務所勤務を
経て2011年法律事務所アルシエン開設。葬儀社の法律顧
問業務や遺言・相続に関する案件等高齢者に関する法的
問題を多く扱い、遺言・相続セミナーなど講演も多数行
っている。特に「おひとりさま」からの法律相談、孤独死
した方の遺族からの相談に精力的に取り組む。週刊ダイ
ヤモンド、月刊仏事など多数のメディアにも掲載。

＜筆者プロフィール＞

内田　「4つ目は、自宅の土地に『小規模宅地の評価減の

特例』が使えなかったことが大きいですね。お義母様が

有料老人ホームに入り、再び自宅に住む見込みがないの

であれば、自宅を賃貸にしておけば、貸付事業用の50％

減額は使えました。あるいは自宅を売却して、管理が楽

な賃貸用マンションなどに買い換えておくことも考えら

れます。しかし不動産の売却や購入などの行為も、やは

り認知症になってしまってはできなくなってしまいます」

里美さん　「いろいろできる対策はあったのに、知らない

と損してしまうのですね……。相続対策は、元気なうち

に専門家に相談しながら進めるべきですね。私の父母の

相続に備えて、今度は失敗しないようにしたいです」

　武内弁護士のコメント……………………………………………

　遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意

が必要です。もっとも、その同意をするためには判断能力

があることが前提となります。

　また、相続人の中に未成年者や認知症の方がいた場合、

それらの方には判断能力が認められません。そのため、認

知症の方の場合は成年後見人の選任、未成年の方の場合に

は特別代理人の選任を求めて別の裁判手続が必要になって

しまい、遺産分割が終わるまでに時間がかかってしまうの

です。相続人に未成年者や認知症の方がいる場合には特に、

遺言があった方が遺産分割はスムーズになります。

相続基礎知識相続基礎知識
おさえておきた

い！
おさえておきた

い！

　相続税を大幅に減額できる2つの特例について知って
おきましょう。いずれの特例も、適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに遺産分割ができていることが
条件です。また、これらの特例を受けることにより相
続税がかからない場合であっても、相続税の申告書は
提出する必要があります。

●小規模宅地の評価減の特例
　相続または遺贈により取得した宅地のうち、居住用・
不動産貸付用・事業用の宅地については、一定の面積
まで評価額が減額できます。なお申告期限まで居住ま
たは事業を継続することが条件です。

宅地等の種類 要件 上限面積※ 減額割合
居住用 居住を継続 240㎡ 80％

不動産貸付用 貸付業を継続 200㎡ 50％
事業用 事業を継続 400㎡ 80％

※ 適用対象宅地等が2種類以上ある場合には、限度面積の調整計算をし
ます。

（例） 被相続人の自宅の宅地　300㎡（同居していた長男

が相続し、引き続き居住）

　①　 宅地の評価額：路線価50万円×300㎡＝1億5,000万円
　②　 小規模宅地の評価減：1億5,000万円×240㎡/300

㎡×80％＝9,600万円
　③　 評価減後の宅地の評価額：1億5,000万円－9,600

万円＝5,400万円

●配偶者の税額軽減
　配偶者が相続した財産については、法定相続分また
は1億6,000万円のいずれか大きい金額までは、相続税
がかかりません。
（例）遺産3億円、相続人は妻と子1人の合計2人の場合

　①　 配偶者の法定相続分：3億円×1/2＝1億5,000万円
　②　1億6,000万円
　③　①と②のいずれか大きい金額：1億6,000万円
　　 　妻は、遺産3億円のうち1億6,000万円まで相続
しても相続税がかからない。

【注】 本稿は2013年4月1日現在の税制に基づいています。今後の税制改正により制度が変わる可能性があります。実際の運用に際しては税理士等の専
門家にご相談ください。
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　平成25年度の税制改正で、相続税、贈与税がどのよう

に変わるのか？皆様にかかわってくる改正のポイントを

わかりやすくまとめてみました。相続税については大増

税、贈与税はおおむね減税になります。今月は相続税の

改正について、第7回では贈与税についてお伝えします。

1．基礎控除の4割縮小（増税）
　相続税の基礎控除が4割縮小されます。現行の基礎控

除（5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数）が、（3,000

万円＋600万円×法定相続人の数）に引き下げられます。

　たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除は（5,000

万円＋1,000万円×3人＝8,000万円）から、（3,000万円＋

600万円×3人＝4,800万円）に縮小されます。相続財産が

基礎控除を超えている場合には、相続税の申告をする必

要があります。

　それでは、相続税の負担はどのくらい増えるのでしょ

うか。たとえば、相続人が子3人として、相続財産が2億

円ある場合では、相続税は1,800万円から2,460万円に増

えます。相続財産1億円では、相続税は200万円から630

万円に増えます。相続税の大増税は、富裕層だけではな

く一般のご家庭にも大きく影響してくるといえます。

2．最高税率の引き上げ（増税）
　相続税の最高税率が50％から55％に引き上げられ、税

率構造は10％～ 55％の8段階になります。

3．小規模宅地の評価減の特例（減税）
（1） 特定居住用宅地の対象面積を330㎡（現行 240 ㎡）に

拡充します。

（2） 特例の対象として選択する宅地の全てが特定事業用

等宅地及び特定居住用宅地である場合には、それぞ

れの適用対象面積まで適用可能とします。なお、貸

付事業用宅地を選択する場合における適用対象面積

の計算については、現行どおり調整を行います。

（3） 二世帯住宅で構造上区分のあるものについても特例

の対象とします。

（4） 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の

用に供されなくなった家屋の敷地についても、次の

要件が満たされる場合には特例の対象とします。

　 ① 　 被相続人に介護が必要なため入所したものであ

ること。

　 ②　その家屋が貸付け等の用途に供されていないこ

と。

　たとえば、今回取り上げた事例では、トミ子さんは介

護のために老人ホームへ入居し、自宅を賃貸にもしてい

ませんでした。また、トミ子さんには配偶者も同居親族

もなく、自宅を相続したお孫さんたちは、相続開始前3

年以内に自己の持ち家を保有していません。したがって、

今回のケースがもし税制改正後であったならば、居住用

宅地の80％減額が使えたことになります。

4．未成年者控除・障害者控除（減税）
（1）未成年者控除

　 　控除額を、20歳までの1年につき10万円（現行6万円）

に引き上げます。

（2）障害者控除

　 　控除額を、85歳までの1年につき10万円（現行6万円）

に引き上げます。

　　特別障害者は、同20万円（現行12万円）に引き上げ

ます。

5．改正の時期
（1） 上記1．2．3.（1）（2）および4.の改正は、平成27

年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に

係る相続税について適用します。

（2） 上記3.（3）（4）の改正は、平成26年1月1日以後に

相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税につ

いて適用します。

　ひとことコメント

　相続税がかかるのは、現在、亡くなった方100人の
うち4人ほどですが、これが改正により6人くらいにま
で増えるといわれています。つまり相続税がかかる人
が1.5倍に増えるわけです。ただし、課税割合6％はあ
くまでも全国平均ですので、都市部では相続税がかか
る人の割合はもっと高くなります。まずは「わが家の相
続税はどのくらいかかるのか」を把握することが大切で
す。これを機に、一度、専門家に相談してみましょう。
　また、配偶者がいる場合の相続（一次相続）では「配
偶者の税額軽減」と「小規模宅地の評価減の特例」によ
り相続税がそれほどかからない場合でも、配偶者がい
ない相続（二次相続）のときには、思いのほか多額の相
続税がかかる場合がありますので、相続税について考
えるときには、二次相続まで視野に入れた対策をする
ことが肝要です。


